
表紙写真を一般募集しています。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

〇待ちわびる大成の陽（本野町）
〇令和２年８月１０日撮影
　加藤甲子雄（東曙町）
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一般会計補正予算（第１号・第２号） 全て
原案可決

議会だより No.202　2

本会議の状況

○庁舎維持管理費（4,628 万 8 千円追加）★
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、市本庁舎東側の
旧食堂をミーティング等で利用できるサテライトオフィスやフリーア
ドレススペースなどに改修するため、営繕工事費などを追加するもの。

○災害対応先進技術活用事業費（2,698 万円追加）
　ドローン等で撮影した災害発生時の被害状況等の映像を収集・集約・展開することがで
きる「ドローン災害対応システム」を構築するため、映像伝送オペレーションシステム構
築委託料などを追加するもの。

○一般事務費（530 万円追加）★
　税の申告会場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、三密解消を目
的とした事前予約を行う体制整備のため、賦課計算事務等委託料を追加するもの。

○給食費無償化事業負担金（4,019 万 5 千円追加）★
　3 歳児以上の民間保育園、幼稚園及び認定こども園の給食費を無償化
するため、給食費無償化事業負担金を追加するもの。

○健康診査事業費（120 万円追加）
　がん患者の医療用ウィッグや乳房補整具の購入費について、県から補助を受けて支援す
る、がん患者アピアランスケア支援事業費補助を追加するもの。

○プレミアム付商品券発行事業費補助金（2 億 1,800 万円追加）★
　市民の消費喚起を促し、市内商店等を支援して地域経済の活性化
を図るとともに、物価高騰への生活支援として、発行総額 6 億円、
額面総額 7 億 8,000 万円、プレミアム率 30% のプレミアム付商品券
発行事業費補助を追加するもの。

〇観光振興推進事業費（1,206 万円追加）★
　新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ市内への観光客誘致を促進し、地
域経済の活性化を図るため、とよかわ観光バスツアー事業費補助を追加するもの。

令和4年
6月定例会

　６月定例会は、６月７日から６月２３日までの１７日間を会期とし
て開かれました。令和４年度一般会計補正予算をはじめとした１８議
案のほか、同意１件、報告７件、諮問１件が提出されました。また、
８人が一般質問を行いました。

※議案審議の内容は抜粋したものです。詳しくは、議決状況の一覧またはホームページをご覧ください。 
　（右のＱＲコードよりアクセスできます。通信料は利用者負担です。）

★：新型コロナウイルス感染症対策に関する事業

歳　出



市内に設置されているマンホール

3　議会だより No.202

○中央図書館管理運営費（2,899 万４千円追加）
　中央図書館の空調設備改修に当たり、地下水槽の排水処分費を追
加するなどの設計見直しにより、空調設備改修工事費を追加するも
の。

○体育施設営繕費（1,165 万３千円追加）
　武道館の改修工事に向け、アスベスト含有量分析検査委託料、実施設計委託料を追加する
もの。

○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（１億 9,427 万３千円追加）★
　低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世帯などの子育て負担や収入の減少に対する支援を
行うため、子育て世帯生活支援特別給付金などを追加するもの。

○新型コロナウイルスワクチン接種事業費（２億 3,577 万８千円追加）★
　新型コロナウイルスワクチンの４回目接種などに要する接種体制確
保及び接種対策に係る経費として、会計年度任用職員報酬のほか、か
かりつけ医などの医療機関で行う個別接種及び特設会場で行う集団接
種を実施するための予防接種等委託の委託料などの事業費を追加する
もの。

○管理運営費（3,645 万円追加）★
　高騰する食材費の増額分を市が負担することにより、保護者負担を増やすことなく、これ
まで通りの栄養バランスや量を保った学校給食を実施するため、賄材料費を追加するもの。

○給食費徴収金等収入（2,142 万円減額）★
　公立保育園の給食費無償化に伴い、公立保育所に係る給食費徴収金等収入を減額するもの。

歳　入

下水道事業会計補正予算（第１号）

○建設改良費　公共下水道汚水管渠整備費（1,339 万７千円追加）
　総合保健センター（仮称）の建設予定地に下水道管を
埋設するための経費として、公共下水道汚水管渠整備費
を増額するもの。

本会議の状況

原案可決



条例の一部改正 全て
原案可決

議会だより No.202　4

本会議の状況

工場等に設置されている除害施設

○市税条例等の一部改正

　地方税法の一部改正に伴い、市税制度の適正化を図るため、所要の措置を講ずるととも
に、規定の整備を行うもの。

①固定資産に係る証明書等の記載事項の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　令和６年４月１日以後において、登記所から登記名義人であるＤＶ被害者等の住所に加
え、当該住所に代わる事項が市へ通知された場合、当該住所に代わる事項を記載した納税証
明書等の交付等をする。

②個人の市民税に係る特定配当等の所得の算定方法の見直し 
　上場株式等の配当所得等に係る課税方式の取り扱いについて、令和６
年度以後の年度分の個人の市民税から所得税と課税方式を一致させる。

③給与所得者等の扶養親族等申告書の記載事項の見直し 
　配偶者が退職手当等を有し、かつ当該手当等により所得税では配偶者控除等が適用されな
い場合、個人の市民税において配偶者控除等を適用するため、給与所得者または年金受給者
が、給与支払者または年金支払者へ令和５年１月１日以後に提出する扶養親族等申告書にそ
の旨を記載する。

④住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長 
　適用を受けるための入居期限を令和７年まで、最長13年間の控除を受
けた場合の個人の市民税の控除期限を令和20年まで、それぞれ延長し、
令和５年度以後の年度分の個人の市民税から適用する。 
　今回の改正による市税の減収額は、全額国費で補

ほ て ん

填される。

⑤除害施設に係る特例割合の見直し 
　下水道法に定める除害施設のうち、沈殿または浮上装置など
の総務省令で定める除害施設に係る特例割合を見直し、令和５
年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 
　今回の改正により、特例割合を４分の３から５分の４に引き
上げる。

○国民健康保険条例の一部改正

　国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課限度額を63万円か
ら65万円に、後期高齢者支援金等賦課限度額を19万円から20万円に引き上げるもの。

○移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する
基準を定める条例の一部改正

　移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令
の一部改正に伴い、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路に係る
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるととも
に、所要の規定の整備を行うもの。

主な改正点

総務委員会での質疑・答弁（一部抜粋）を14 ページに掲載しています。

産業建設委員会での質疑・答弁（一部抜粋）を 14 ページに
掲載しています。



合葬式市営墓地の外観イメージ

小坂井東保育園の外観イメージ

5　議会だより No.202

○屈折はしご付消防自動車の取得
　消防署東分署に配備している車両の更新のため、屈折はしご
付消防自動車 1 台を取得するもの。
　取得金額　１億４，８２８万円

○コンピュータ機器等の取得
　市役所及び小中学校全 36 校分のコンピュータ機器等を更新
するもの。　
　品名等　庁内用コンピュータ機器一式　サーバ 8 台
　　　　　小中学校用コンピュータ機器一式　サーバ 5 台
　　　　　小中学校用コンピュータ用ソフトウェア　36 校分
　取得金額　３億１，９１１万円

○一宮南部小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約の締結
　一宮南部小学校校舎の大規模改修工事のうち建築工事の請負契約を締結するもの。　
　契約金額　３億７，４００万円

○合葬式市営墓地整備工事請負契約の締結
　合葬式市営墓地の整備工事の請負契約を締結するもの。
　契約金額　２億６，１６９万円

○小坂井東保育園整備工事のうち建築工事請負契約の締結
　小坂井東保育園の整備工事のうち建築工事の請負契約を締結
するもの。
　契約金額　４億３，７２５万円

○ふれあい交流館改修工事請負契約の締結
　ふれあい交流館の改修工事の請負契約を締結するもの。　
　契約金額　２億８，８７５万円

現在東分署に配備されている
屈折はしご付消防自動車

○病院事業の設置等に関する条例の一部改正
　診療報酬の改定に伴い、紹介がない場合の初診及び紹介をした場合の
再診に係る診療料の加算額を改定するもの。

契約案件

本会議の状況

全て
原案可決

福祉委員会での質疑・答弁（一部抜粋）を 14ページに掲載しています。
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本会議の状況

第45号議案

第50号議案

令和4年度　一般会計補正予算（第1号）

病院事業の設置等に関する条例の一部改正

反

対

反

対

賛

成

賛

成

コ
ロ
ナ
禍
で
の
物
価
高
騰
か
ら
、

市
民
全
体
の
暮
ら
し
を
守
る
緊
急

的
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策

事
業
が
不
十
分

選
定
療
養
費
の
大
幅
な
負
担
増
に

よ
り
早
期
治
療
が
受
け
ら
れ
ず
、

命
を
危
険
に
さ
ら
し
か
ね
な
い

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
事
業
は
、

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
受
け
た
市
民

等
に
寄
り
添
っ
た
内
容
と
な
っ
て

い
る

見
直
し
に
よ
り
、
地
域
全
体
の
医

療
の
質
が
向
上
し
、
安
全
安
心
な

医
療
の
提
供
に
つ
な
が
る

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
予
算
の
使
い
方
と
し
て
、
市
民
全
体
を
支

援
す
る
観
点
が
な
く
、
一
定
所
得
層
へ
の
支
援
、
地
域
経
済
へ
の
効
果
を

目
的
と
す
る
施
策
だ
け
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
急
激
な
物
価
高
騰
か
ら
市

民
全
体
の
暮
ら
し
を
守
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

発
行
事
業
な
ど
、
地
域
経
済
へ
の
大
き
な
効
果
を
求
め
る
対
策
は
重
要
だ

が
、
税
金
の
支
払
い
等
が
苦
し
い
と
い
う
市
民
の
声
に
寄
り
添
い
、
市
民

全
体
を
励
ま
す
支
援
策
を
緊
急
に
行
う
こ
と
を
求
め
る
。
市
民
全
体
の
生

活
を
直
接
支
援
す
る
事
業
を
最
優
先
さ
せ
、
県
下
８
割
超
の
自
治
体
が
実

施
し
て
い
る
全
世
帯
へ
の
水
道
基
本
料
の
緊
急
減
免
実
施
を
強
く
求
め
、

反
対
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
市
民
病
院
で
は
、
受
診
中
の
患
者
が
新
た
に
他
の
診
療
科
を

受
診
す
る
場
合
や
、
子
ど
も
医
療
受
給
者
及
び
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
受

給
者
に
は
、
独
自
の
判
断
で
選
定
療
養
費
を
徴
収
し
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
国
の
診
療
報
酬
改
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
付
い
て
い
た
予

算
が
付
か
な
く
な
る
な
ど
、
地
方
自
治
の
観
点
か
ら
は
公
立
病
院
の
自
主

性
が
損
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
た
に
徴
収
対
象
と
な
る
患
者

な
ど
へ
十
分
な
周
知
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
説
明
へ
の
対
応
な
ど
新
た
な

負
担
が
懸
念
さ
れ
る
。
地
域
医
療
を
守
る
た
め
と
す
る
外
来
機
能
の
分
化

を
、
患
者
と
病
院
の
負
担
で
進
め
る
安
易
な
や
り
方
は
、
命
に
格
差
を
つ

く
り
か
ね
ず
、
反
対
す
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
事
業
と
し
て
は
、
物
価
等
の
高
騰
の
影
響

を
受
け
る
市
民
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
保
育
園
の
給
食
費
無

償
化
事
業
や
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
発
行
事
業
が
あ
る
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
る
観
光
客
減
少
等
の
影
響
を
受
け
る
市
内
事
業
者
へ
の
支
援
と
し

て
、
市
内
観
光
地
な
ど
を
訪
れ
る
バ
ス
ツ
ア
ー
に
対
す
る
補
助
を
創
設
す

る
な
ど
、
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
で
影
響
を
受
け
た
市
民
や
事
業
者
に
寄
り

添
っ
た
事
業
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
体
育
施
設
を
は
じ
め
と
す
る
公

共
施
設
の
ト
イ
レ
洋
式
化
、
接
触
機
会
の
低
減
に
資
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
オ

フ
ィ
ス
や
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
環
境
の
整
備
な
ど
、
感
染
拡
大
防
止
を
図
る

事
業
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
賛
成
す
る
。

　

初
診
時
選
定
療
養
費
を
据
え
置
い
た
場
合
、
国
の
規
則
等
に
反
す
る
た

め
、
地
域
医
療
支
援
病
院
の
指
定
取
り
消
し
等
も
懸
念
さ
れ
、
収
益
的
な
影

響
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
体
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
必
要

な
措
置
と
考
え
る
。
た
だ
、
本
市
の
未
来
を
担
う
子
ど
も
へ
の
対
処
は
、
一

考
の
余
地
が
あ
る
と
思
う
。
見
直
し
に
よ
り
、
病
状
・
病
態
に
適
し
た
医
療

機
関
へ
の
受
診
が
進
む
こ
と
で
医
療
資
源
を
効
率
的
・
効
果
的
に
活
用
で

き
、
地
域
医
療
全
体
の
質
が
向
上
し
、
安
全
安
心
な
医
療
の
提
供
に
つ
な
が

る
。
ま
た
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
新
興
感
染
症
等
に
も
対
応
で
き
る
医
療

提
供
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
市
長
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
あ
る
「
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ぬ
く
も
り
の
ま
ち
」
に
結
び
付
く
も
の
と
考
え
、
賛
成
す
る
。

討 論
本会議

原案可決

原案可決
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本会議の状況

議決状況の一覧

■6月定例会 ○賛成 ×反対　

未来―とよかわ未来（19）　清廉―清廉の会（４）　公明―公明党市議団（3）共産―日本共産党豊川市議団（2）　無会派―１人会派（１）
※（　）内は所属人数で、議長は表決に加わりません。

議 案 名
会 派 別 賛 否 状 況 議 決

結 果未 来 清 廉 公 明 共 産 無会派

45　４年度一般会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ × ○ 可決

46　４年度下水道事業会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ 可決

47　市税条例等の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

48　国民健康保険条例の一部改正 ○ ○ ○ × ○ 可決

49　移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の
一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

50　病院事業の設置等に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ × ○ 可決

51　市道路線の廃止 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

52　市道路線の認定 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

53　屈折はしご付消防自動車の取得 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

54　コンピュータ機器等の取得 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

55　４年度一般会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ 可決

56　一宮南部小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約の締結 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

57　合葬式市営墓地整備工事請負契約の締結 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

58　小坂井東保育園整備工事のうち建築工事請負契約の締結 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

59　ふれあい交流館改修工事請負契約の締結 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

60　学校給食センター空調設備改修工事請負契約の締結 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

61　損害賠償の額の決定 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

62　中央図書館空調設備取替工事請負契約の変更 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

同意３　固定資産評価審査委員会の委員の選任同意 ○ ○ ○ ○ ○ 同意

報告４　損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告 ― ― ― ― ― 報告

報告５　３年度一般会計繰越明許費に係る繰越し ― ― ― ― ― 報告

報告６　３年度東三河都市計画事業豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰越
明許費に係る繰越し ― ― ― ― ― 報告

報告７　３年度一般会計予算の事故繰越しに係る繰越し ― ― ― ― ― 報告

報告８　３年度水道事業会計予算の繰越し ― ― ― ― ― 報告

報告９　３年度下水道事業会計予算の繰越し ― ― ― ― ― 報告
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報告４～10については、報告のみで採決はありません。

本会議の状況

議 案 名
会 派 別 賛 否 状 況 議 決

結 果未 来 清 廉 公 明 共 産 無会派

報告 10　土地開発公社の４年度事業計画の報告 ― ― ― ― ― 報告

諮問１　人権擁護委員候補者の推薦 ○ ○ ○ ○ ○ 異議ない

市議会を見るには
本会議については、インターネットでライブ中継及び録画中継を行っていますので、
ぜひご利用ください。

※左のQRコードから
アクセスできます。 
通信料は利用者負担
です。

ここをクリック
してください。

本会議の様子は、市役所ロビー（本庁
舎１階）のモニター中継で見ることも
できます。

お詫びと訂正
　第201号（４年６月１日号）の８ページの議決状況の一覧、５月臨時会の記事のうち、会派別
賛否状況の共産（日本共産党豊川市議団）の賛否について、43「×」、44「〇」とあるのは、43
「〇」、44「×」の誤りでした。お詫びして、訂正いたします。
　なお、下記に訂正後の表を改めて掲載いたします。

報告２、３については、報告のみで採決はありません。

■5月臨時会 ○賛成 ×反対　
未来―とよかわ未来（19）　清廉―清廉の会（４）　公明―公明党市議団（3）　共産―日本共産党豊川市議団（2）　無会派―１人会派（１）
※（　）内は所属人数で、議長は表決に加わりません。

議 案 名 会 派 別 賛 否 状 況 議 決
結 果未 来 清 廉 公 明 共 産 無会派

43　市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関する
条例及び市長等の給与に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ 可決

44　職員給与条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ × ○ 可決

同意２　監査委員の選任同意 ○ ○ ○ ○ ○ 同意

報告１　市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認 ○ ○ ○ ○ ○ 承認

報告２　損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告 ー ー ー ー ー 報告

報告３　変更契約の締結に関する専決処分の報告 ー ー ー ー ー 報告
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定例会は年に４回（３・６・９・１２月）開催され、次の流れで行われます。

本会議１日目（初日）

本会議５日目（通称：中日）

常任委員会・特別委員会

本会議６日目（最終日）

本会議２・３・４日目

市議会の流れ

【会期の決定、議案の提案説明、一部即決】
　議案の提案者（市長等）が内容について説明します。申し合わせなどにより、一部の議案は初日に即決
します。

【議案に対する質疑①、委員会付託②、一部即決】
　議案に対する質疑を行った後、議案の審査を所管の委員会へ付託します。申し合わせなどにより、委員
会への付託をしない議案は、中日で即決します。

【委員会審査】
　付託された議案について、専門的かつ能率的な審査を行い、委員会として賛成・反対を決定します。

【委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論③、採決④】
　各常任委員会や特別委員会の委員長が、委員会での審査結果など
を報告し、議員はその報告に対して質疑を行うことができます。そ
の後、議案について「賛成」「反対」どちらかの立場で議員が意見
を述べ、討論を行います。最後に採決をし、議案に対する議会とし
ての最終的な意思を決定します。

【代表質問】
　各会派から１名代表して、市長の予算案大綱説明及び所信表明・施政方針に対して質問します。質問時
間の制限はなく、一括方式（質問回数３回）で行っています。

【一般質問】
　各議員が市政全般について、事務の執行状況や方針等について質問をします。質問時間は30分（現在は
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため20分）で、一括方式（質問回数３回）と一問一答方式（質問回
数無制限）で行っています。なお、発言通告一覧表を傍聴者に配布しています。

①質疑
議題となっている案件に対して、分からないところをただすこと。
　（本会議において、同一議題につき、同一議員ができる質疑は３回までです。）

②付託
議会の議決を要する事件について、議会の議決に先立って、詳しく検討を加えるために、所管の委員会へ審査を委託すること。

③討論
採決の前に、議題となっている案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明すること。
　（討論は、案件に対して反対する人から行います。）

④採決
議長が宣告した案件に対して、議員が賛成・反対の意思表示をして、可否を決定すること。
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一 般 質 問

議員ごとにインターネット中
継（録画）にアクセスでき
る QR コードを掲載してい
ます。

「ファシリティマネジメントの取組み」 
「日立製作所豊川事業所跡地の土地利用」

「豊川市資源化施設」

「消防業務におけるＤＸの推進」

「投票所削減問題」「設楽ダム工期延長問題」

「コロナ禍と物価高騰から市民のくらしを守る施策を早急に実施すること」
「放課後児童クラブの施設整備・支援員処遇改善と確保・研修制度の実現を」
「自衛隊への市民の情報提供を行わないよう求めること」

「民間保育所への公的支援」

「佐奈川堤の桜」

「家庭ごみ・資源排出の現状」「学校給食の状況」

中 村 直 巳 

堀 内 重 佳

遠 山 　 剛

佐 藤 郁 恵

安 間 寛 子 
 

倉 橋 英 樹

八 木 月 子

大 場 昌 克

　議員が、市の行政全般にわたって、執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針などを質問するこ
とです。
　質問時間は、通常は議員１人当たり30分（答弁の時間を除く）ですが、６月定例会においては、３月定例
会に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として20分に短縮して行
いました。質問方式は、一括方式（質問回数３回）または一問一答方式（質問回
数無制限）で行っています。
　ここに掲載した一般質問の内容は抜粋したものですので、詳しくは、ホーム
ページで公開するインターネット中継（録画）、会議録をご覧ください。

一 般 質 問 と は？

中

村

直

巳

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

【
問
】
本
庁
舎
の
建
設
に

向
け
た
具
体
的
な
取
り
組

み
は
。

【
答
】
２
年
度
に
公
共
建

築
物
劣
化
調
査
を
、
３
年

度
に
構
造
体
耐
久
性
調
査

を
実
施
し
た
。

【
問
】
今
後
の
本
庁
舎
の

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
方
針
は
。

【
答
】
早
急
に
本
庁
舎
整

備
に
係
る
検
討
を
進
め
、

本
年
度
中
に
は
方
向
性
を

示
し
た
い
。

【
問
】
総
合
保
健
セ
ン
タ

ー
（
仮
称
）
基
本
計
画
で

示
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
図
の

利
用
方
法
と
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
。

【
答
】
図
は
一
例
と
し
て

描
い
た
も
の
で
、
階
層
や

形
な
ど
が
大
き
く
変
わ
る

可
能
性
も
あ
る
。
６
月
中

旬
に
は
設
計
業
者
の
選
定

を
完
了
さ
せ
る
予
定
。

【
問
】
施
設
整
備
に
つ
い

て
の
考
え
は
。

【
答
】
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー

ザ
ル
で
は
、
整
備
方
針
の

考
え
方
に
つ
い
て
の
提
案

を
求
め
て
い
る
。
設
計
業

者
の
選
定
が
完
了
次
第
、

具
体
的
な
検
討
を
進
め
る
。

⑤公共建築物劣化調査
　評価区分は、Ａ＝健全、Ｂ＝軽微な劣化がある状態、Ｃ＝
重度の劣化がある状態、Ｄ＝最重要部材に重度の劣化があ
る状態の４段階がある。２年度の調査では、本庁舎の外装及
び内装はＤ、機械設備及び電気設備はＣと判定された。
⑥構造体耐久性調査
　平成26年度の実施から７年が経過しているため、３年度に改めて実施した。
鉄筋腐食の評価は、３＝中度から変化はなかったが、コンクリートの中性化の評
価は、３＝中度から４＝重度となり、老朽化がさらに進行している結果となった。

⑤

⑥
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佐

藤

郁

恵

投
票
所
削
減
問
題
に
つ
い
て

遠

山
　

剛

消
防
業
務
に
お
け
る
Ｄ
Ｘ
の

推
進
に
つ
い
て

堀

内

重

佳

資
源
化
施
設
に
つ
い
て

【
問
】
４
投
票
所
を
廃
止

し
た
場
合
の
移
動
支
援
の

内
容
は
。

【
答
】
新
投
票
所
ま
で
の

移
動
が
困
難
な
方
等
を
支

援
す
る
た
め
、
旧
投
票
所

か
ら
新
投
票
所
ま
で
、
タ

ク
シ
ー
等
で
定
時
ピ
ス
ト

ン
運
行
を
実
施
す
る
も
の
。

【
問
】
投
票
所
の
廃
止
を

撤
回
す
る
考
え
は
。

【
答
】
撤
回
を
検
討
す
る

考
え
は
な
い
。
移
動
支
援

の
実
施
状
況
の
確
認
や
改

善
、
先
進
事
例
の
調
査
・

研
究
な
ど
を
進
め
、
投
票

機
会
の
拡
充
に
努
め
る
。

【
問
】
設
楽
ダ
ム
の
工
期

延
長
と
事
業
費
増
加
の
概

要
と
理
由
は
。

【
答
】
工
期
は
、
ダ
ム
本

体
の
工
事
用
道
路
の
地
滑

り
対
策
な
ど
に
よ
り
８
年

の
延
伸
。
事
業
費
は
、
資

材
価
格
の
上
昇
な
ど
に
よ

り
８
０
０
億
円
の
増
額
。

【
問
】
設
楽
ダ
ム
負
担
金

の
今
後
の
見
込
み
は
。

【
答
】
県
等
か
ら
は
算
出

根
拠
と
な
る
関
連
計
画
を
、

ダ
ム
計
画
の
延
伸
を
受
け

て
直
ち
に
変
更
す
る
予
定

は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

【
問
】
救
急
活
動
の
中
で

運
用
さ
れ
る
Ｄ
Ｘ
技
術
の

取
り
組
み
内
容
は
。

【
答
】
手
指
切
断
患
者
搬

送
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て

い
る
ほ
か
、
市
民
病
院
と

の
間
で
心
電
図
の
伝
送
シ

ス
テ
ム
を
確
立
し
、
救
命

率
向
上
と
予
後
改
善
の
た

め
の
取
り
組
み
を
実
施
。

【
問
】
外
国
人
の
救
急
要

請
に
対
す
る
取
り
組
み
は
。

【
答
】
対
応
言
語
31
カ
国

語
の
多
言
語
翻
訳
ア
プ
リ

「
救
急
ボ
イ
ス
ト
ラ
」
や
、

三
者
間
同
時
通
訳
シ
ス
テ

ム
の
活
用
に
よ
り
対
応
で

き
て
い
る
。

【
問
】
通
信
指
令
シ
ス
テ

ム
の
新
た
な
取
り
組
み
は
。

【
答
】
通
報
者
が
災
害
現

場
の
映
像
を
指
令
セ
ン
タ

ー
へ
送
信
で
き
る
Ｌ
ｉ
ⅴ

ｅ
１
１
９
シ
ス
テ
ム
の
調

査
・
研
究
を
進
め
て
い
る
。

【
問
】
遠
隔
で
の
指
揮
命

令
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
つ

い
て
、
シ
ス
テ
ム
を
構
築

す
る
考
え
は
。

【
答
】
災
害
時
に
前
線
で

活
動
す
る
隊
員
と
指
揮
隊

が
情
報
共
有
で
き
る
シ
ス

テ
ム
を
検
討
し
て
い
る
。

【
問
】
県
内
他
市
と
比
較

し
た
資
源
化
の
状
況
は
。

【
答
】
２
年
度
実
績
で
、

リ
サ
イ
ク
ル
率
は
県
内
38

市
中
、
高
い
方
か
ら
９
番

目
、
埋
め
立
て
処
分
量
は

少
な
い
方
か
ら
６
番
目
。

【
問
】
刈
草
・
剪
定
枝
の

搬
入
量
が
減
少
傾
向
だ
が
、

安
定
化
の
工
夫
は
。

【
答
】
ほ
ぼ
９
割
を
占
め

る
事
業
系
は
減
少
傾
向
で
、

処
理
手
数
料
や
チ
ッ
プ
等

の
販
売
価
格
が
妥
当
か
調

査
を
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

増
加
傾
向
に
あ
る
家
庭
系

の
維
持
・
拡
大
の
た
め
、

市
民
へ
の
周
知
を
強
化
し
、

新
た
な
需
要
の
掘
り
起
こ

し
を
図
っ
て
い
く
。

【
問
】
ご
み
排
出
量
は
県

内
下
位
で
あ
り
、
排
出
抑

制
の
取
り
組
み
と
今
後
の

清
掃
行
政
の
在
り
方
は
。

【
答
】
４
Ｒ
の
取
り
組
み

を
推
進
し
、
ク
ル
ク
ル
の

発
行
、
と
よ
か
わ
食
品
ロ

ス
・
ト
リ
プ
ル
ゼ
ロ
の
周

知
・
啓
発
等
を
実
施
。
先

進
事
例
の
収
集
に
努
め
、

市
民
や
事
業
者
の
先
頭
に

立
っ
て
ご
み
の
資
源
化
や

減
量
化
を
目
指
し
て
い
く
。

一般質問

⑦４Ｒ
　リフューズ（断る）、リデュース（減らす）、リユース

（再使用）、リサイクル（再生利用）の頭文字を取っ
た、ごみの減量化や資源化のための取り組みのこと。
⑧クルクル
　市が毎月発行する不用品交換情報誌。
⑨とよかわ食品ロス・トリプルゼロ
　生ごみ対策として、食品ロス削減のためのゼロを目指
す３つの行動を推奨する取り組みのこと。３つの行動に
は、賞味期限の確認、買い過ぎをなくすなどがある。

⑩手指切断患者搬送システム
　手や指などを切断した外傷患者を救急搬送する場合、救急隊
員が撮影した画像を医療機関へ送信し、治療に最も適した搬送
先を選定することを目的に、愛知県下で導入しているシステム。い
わゆるテレトリアージシステムのこと。市では、平成30年度末に救
急車にタブレット端末を配備し、このシステムに参画している。
⑪三者間同時通訳システム
　日本語に不慣れな外国人の１１９番通報者、通訳オペレー
ター、通信指令員との三者間での同時会話が可能なシステム。

⑫４投票所
　下郷地区市民館、
中条地区市民館、西
原公会堂、赤坂台保
育園のこと。

⑫

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
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倉

橋

英

樹

民
間
保
育
所
へ
の
公
的
支
援

に
つ
い
て

安

間

寛

子

全
世
帯
へ
「
水
道
基
本
料
金
の

免
除
」
の
実
施
を

八

木

月

子

佐
奈
川
堤
の
桜
に
つ
い
て

【
問
】
桜
の
多
く
が
70
年

以
上
経
過
し
、
な
く
な
ら

な
い
か
心
配
の
声
が
あ
る
。

現
在
の
本
数
等
の
概
要
は
。

【
答
】
本
野
ケ
原
橋
か
ら

前
川
橋
ま
で
を
市
が
管
理

し
、
約
5.5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

に
６
５
２
本
の
ソ
メ
イ
ヨ

シ
ノ
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。

【
問
】
現
状
の
把
握
は
。

【
答
】
毎
年
度
、
枝
や
樹

木
全
体
の
枯
れ
、
幹
の
亀

裂
等
を
確
認
し
て
い
る
。

【
問
】
老
木
あ
る
い
は
伐

採
後
の
植
え
替
え
は
。

【
答
】
河
川
区
域
内
の
掘

削
等
の
許
可
は
、
河
川
法

第
27
条
に
規
定
が
あ
り
、

植
樹
や
植
え
替
え
は
決
壊

等
の
原
因
に
な
る
恐
れ
が

あ
る
た
め
、
河
川
管
理
者

で
あ
る
県
の
許
可
を
得
ら

れ
ず
、
断
念
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

【
問
】
観
光
資
源
と
し
て

の
今
後
の
取
り
組
み
は
。

【
答
】
市
民
の
安
心
・
安

全
が
前
提
の
た
め
、
現
時

点
で
は
植
え
替
え
は
困
難

と
認
識
し
て
い
る
が
、
桜

と
菜
の
花
を
一
緒
に
楽
し

め
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た
い
。

【
問
】
保
育
協
会
の
保
育

所
と
他
の
民
間
保
育
所
に

対
す
る
支
援
の
違
い
は
。

【
答
】
保
育
協
会
に
は
、

民
間
保
育
所
運
営
費
補
助

に
よ
る
財
政
支
援
の
ほ
か
、

事
務
局
の
人
件
費
等
を
対

象
と
す
る
保
育
協
会
補
助

に
よ
る
支
援
を
し
て
い
る
。

【
問
】
公
共
施
設
の
利
用

に
お
い
て
、
保
育
協
会
は

無
料
、
他
の
保
育
所
は
50

％
減
免
と
す
る
理
由
は
。

【
答
】
公
立
保
育
所
に
準

じ
て
運
営
を
行
う
保
育
協

会
に
つ
い
て
は
、
外
郭
団

体
と
し
て
の
公
益
性
に
よ

り
使
用
料
が
無
料
と
な
る
。

【
問
】
保
育
所
で
の
紙
お

む
つ
の
引
き
取
り
状
況
は
。

【
答
】
公
立
保
育
所
は
全

24
園
、
保
育
協
会
は
全
12

園
、
他
の
民
間
保
育
所
は

12
園
中
９
園
で
実
施
。

【
問
】
紙
お
む
つ
の
持
ち

帰
り
廃
止
を
希
望
・
実
施

し
て
い
る
民
間
保
育
所
に

対
す
る
支
援
の
検
討
は
。

【
答
】
処
理
費
用
と
委
託

費
の
関
係
を
考
慮
し
、
課

題
が
生
じ
て
い
な
い
か
注

視
し
な
が
ら
保
育
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
に
努
め
て
い
く
。

【
問
】
県
下
自
治
体
の
減

免
の
実
施
状
況
は
。

【
答
】
厚
労
省
の
調
査
で
、

４
年
３
月
15
日
現
在
、
調

査
対
象
の
43
事
業
者
の
う

ち
、
実
施
中
が
１
事
業
者
、

実
施
済
み
が
34
事
業
者
、

予
定
な
し
が
８
事
業
者
。

【
問
】
県
下
約
８
割
の
自

治
体
が
行
う
減
免
を
半
年

間
実
施
す
る
考
え
は
。

【
答
】
実
施
す
る
考
え
は

な
い
。
国
や
県
の
支
援
策

の
状
況
を
踏
ま
え
、
本
市

の
実
情
に
即
し
た
施
策
を

実
施
し
て
い
く
。

【
問
】
自
衛
隊
へ
の
市
民

の
情
報
の
提
供
内
容
は
。

【
答
】
今
年
度
18
歳
及
び

22
歳
に
な
る
日
本
人
男
女

の
住
所
、
氏
名
に
つ
い
て
、

紙
媒
体
で
の
提
供
依
頼
が
、

ま
た
、
今
年
度
15
歳
に
な

る
男
子
に
つ
い
て
、
住
民

基
本
台
帳
の
写
し
の
一
部

の
閲
覧
依
頼
が
あ
っ
た
。

【
問
】
情
報
提
供
を
直
ち

に
や
め
る
べ
き
で
な
い
か
。

【
答
】
法
的
根
拠
が
あ
り
、

条
例
に
適
合
し
て
い
る
と

判
断
し
て
お
り
、
引
き
続

き
、
内
容
を
適
切
に
判
断

し
て
対
応
し
て
い
く
。

一般質問

⑬河川法第２７条
　土地の掘削等の許可を規定しており、第１項
に、河川区域内において土地の掘削や植樹等をし
ようとする者は、河川管理者の許可を受けなけれ
ばならないこと、第４項に、河川管理者は、河川区
域内の土地の掘削等により河川管理施設等が損
傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められ
る場合においては、第１項の許可をしてはならな
いことが定められている。

⑬
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【
問
】
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

ラ
ベ
ル
を
剥
が
す
こ
と
に

し
た
経
緯
は
。

【
答
】
協
会
の
判
定
基
準

が
変
更
さ
れ
、
高
品
質
な

リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
に
検

討
の
要
請
が
あ
り
、
近
隣

市
の
状
況
を
踏
ま
え
、
４

年
４
月
か
ら
変
更
し
た
。

【
問
】
ご
み
出
し
マ
ナ
ー

に
つ
い
て
の
対
策
は
。

【
答
】
委
託
に
よ
る
巡
回
、

指
導
の
ほ
か
、
監
視
カ
メ

ラ
の
設
置
な
ど
を
実
施
。

【
問
】
物
価
高
騰
を
受
け

て
学
校
給
食
の
対
応
は
。

【
答
】
献
立
の
一
部
変
更

等
を
し
な
が
ら
も
、
栄
養

価
が
不
足
し
な
い
よ
う
努

め
て
い
る
。
４
年
７
月
以

降
は
、
保
護
者
負
担
増
と

な
ら
な
い
よ
う
交
付
金
の

活
用
を
検
討
し
て
い
る
。

【
問
】
学
校
給
食
の
地
産

地
消
の
取
り
組
み
は
。

【
答
】
地
産
地
消
調
整
会

議
を
毎
年
定
期
的
に
開
催

し
、
意
見
交
換
を
行
う
な

ど
、
地
産
地
消
率
の
目
標

達
成
に
向
け
て
取
り
組
ん

で
い
る
。
ま
た
、
イ
ベ
ン

ト
給
食
な
ど
の
啓
発
事
業

を
実
施
し
て
い
る
。

一般質問

⑯

⑮

⑭

大

場

昌

克

学
校
給
食
の
状
況
に
つ
い
て

政務活動費収支報告書、領収書などは
議会図書室で閲覧できます

政
務
活
動
費
と
は

　

政
務
活
動
費
と
は
、
地
方

議
会
の
議
員
が
行
う
調
査
研

究
な
ど
に
必
要
な
経
費
の
一

部
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の

で
、
本
市
で
は
、
会
派
所

属
議
員
一
人
当
た
り
月
額

２
万
３
千
円
を
会
派
に
対
し

て
交
付
し
て
い
ま
す
。

収
支
の
透
明
性
の
確
保
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す

　

政
務
活
動
費
に
つ
い
て

は
、
収
支
報
告
書
や
領
収
書

な
ど
の
公
開
に
よ
る
透
明
性

の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

本
市
議
会
で
は
、
過
去
５

年
分
の
政
務
活
動
費
収
支
報

告
書
と
領
収
書
な
ど
の
写
し

を
議
会
図
書
室
に
設
置
し
、

ど
な
た
で
も
閲
覧
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

閲
覧
で
き
ま
す

　

ま
た
、
市
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
お
い
て
は
、
平
成

27
年
度
分
か
ら
、
政
務
活
動

費
収
支
報
告
書
を
公
開
し
て

い
ま
す
。

　議会図書室は、市役所本庁舎３階にあります。議員の
調査研究を目的として設置されているもので、官報や政
府刊行物などの図書が設置してあります。
　どなたでも利用することができますので、希望される
方は議会事務局（本庁舎３階）へお越しください。

⑭協会の判定基準
　（公財）日本容器包装リサイクル協会の「引き取
り品質ガイドライン」における判定基準のこと。
⑮交付金
　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のこと。
⑯地産地消率の目標
　第３次食育推進計画において、学校給食での市・
県内産農産物の年間使用割合の目標値は50％。
３年度の実績は県内産49.4％、豊川産12.2％。
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法改正に伴い、市税条例等を改正

診療報酬改定に伴い、選定療養費の見直しを実施

有効幅員等を規定し、特定道路の将来的な整備に対応

委 員 会 の 開 催 状 況

総
務
委
員
会

福
祉
委
員
会

産
業
建
設
委
員
会

６
月
20
日

６
月
20
日

６
月
21
日

付
託
議
案
審
査

付
託
議
案
審
査

付
託
議
案
審
査

第
47
号
議
案

　
　

市
税
条
例
等
の
一
部
改
正

第
50
号
議
案

　
　

病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の

　
　

一
部
改
正

第
49
号
議
案

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の

構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正

⑰
特
定
道
路
：
多
数
の
高
齢
者
、
障
害
者
等

の
移
動
が
通
常
徒
歩
で
行
わ
れ
る
も
の
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
問
】
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
課

税
方
式
見
直
し
の
該
当
者
へ
の
周
知
は
。

【
答
】
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
へ
の
掲
載
に

加
え
、
来
年
の
市
民
税
申
告
の
受
付
会
場

で
も
周
知
予
定
。
こ
の
改
正
は
、
６
年
度

以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
か
ら
適

用
さ
れ
る
た
め
、
他
市
の
事
例
や
、
税
理

士
会
か
ら
も
意
見
を
頂
く
な
ど
、
効
果
的

な
周
知
方
法
を
検
討
し
て
い
く
。

【
問
】
特
例
割
合
の
見
直
し
の
対
象
と
な
る
除

害
施
設
の
概
要
と
該
当
す
る
業
種
は
。

【
答
】
除
害
施
設
と
は
、
民
間
事
業
場
等
か
ら

発
生
す
る
下
水
か
ら
有
害
物
質
等
を
除
去

し
、
下
水
道
に
流
入
す
る
汚
濁
負
荷
を
軽

減
す
る
た
め
の
装
置
等
の
こ
と
。
設
置
す

る
主
な
業
種
は
、
食
品
製
造
業
な
ど
。

【
問
】
不
動
産
登
記
法
の
改
正
に
よ
る
Ｄ
Ｖ
被

害
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
施
行
ま
で
の

間
の
対
応
は
。

【
答
】
本
年
４
月
以
降
、
評
価
証
明
書
に
限
り
、

交
付
等
の
権
利
を
有
す
る
第
三
者
か
ら
請

求
が
あ
っ
た
場
合
、
住
所
を
消
す
な
ど
総

務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
し
た
も
の
を
交

付
し
て
い
る
。

【
問
】
初
診
時
選
定
療
養
費
を
見
直
さ
な
か
っ

た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か
。

【
答
】
国
の
規
則
等
に
反
す
る
た
め
、
地
域
医

療
支
援
病
院
の
指
定
の
取
り
消
し
も
考
え

ら
れ
る
。
地
域
医
療
の
質
の
向
上
に
つ
な

が
る
取
り
組
み
な
ど
が
評
価
さ
れ
、
地
域

医
療
支
援
病
院
と
し
て
年
間
約
１
億
円
の

診
療
報
酬
を
得
て
お
り
、
な
く
な
れ
ば
収

益
面
の
影
響
は
小
さ
く
な
い
と
考
え
る
。

【
問
】
病
院
の
機
能
分
担
を
進
め
る
強
制
的
な

や
り
方
を
や
め
る
べ
き
と
国
に
言
う
考
え

は
。

【
答
】
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
強
化
を
図
る
た

め
の
定
額
負
担
の
拡
大
に
係
る
指
針
に
基

づ
き
、
４
年
診
療
報
酬
改
定
で
定
額
負
担

の
見
直
し
が
実
施
さ
れ
た
と
認
識
し
て
い

る
。
国
が
定
め
た
内
容
に
粛
々
と
対
応
し

て
い
く
。

【
問
】
他
市
で
、
子
ど
も
が
熱
中
症
で
救
急
搬

送
、
軽
症
だ
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が

あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
市
民
病

院
に
搬
送
さ
れ
る
と
選
定
療
養
費
が
か
か

る
の
か
。

【
答
】
救
急
患
者
に
つ
い
て
は
、
即
時
入
院
の

場
合
は
選
定
療
養
費
は
か
か
ら
な
い
が
、

そ
れ
以
外
の
場
合
は
頂
く
こ
と
に
な
る
。

【
問
】
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
及
び
歩
行
者

専
用
道
路
の
適
正
な
有
効
幅
員
は
。

【
答
】
前
者
は
、
４
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
自
転

車
同
士
が
す
れ
違
え
る
幅
２
メ
ー
ト
ル
と
、

車
椅
子
同
士
が
す
れ
違
え
る
幅
２
メ
ー
ト

ル
を
合
わ
せ
た
も
の
。
後
者
は
、
２
メ
ー

ト
ル
以
上
で
、
車
椅
子
同
士
が
す
れ
違
え

る
幅
と
す
る
も
の
。

【
問
】
本
市
に
お
い
て
旅
客
特
定
車
両
停
留
施

設
の
項
目
を
加
え
な
い
理
由
は
。

【
答
】
本
市
に
は
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
が

な
く
、
現
時
点
で
は
、
整
備
を
行
う
計
画

も
な
い
た
め
。

【
問
】
条
例
が
適
用
さ
れ
る
特
定
道
路
の
指
定

状
況
は
。

【
答
】
主
に
、
本
市
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構

想
で
重
点
整
備
地
区
と
し
て
い
る
国
府
地

区
及
び
八
幡
駅
周
辺
地
区
の
路
線
な
ど
が

指
定
さ
れ
て
い
る
。

⑰
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【
問
】
関
係
権
利
者
か
ら
の
理
解
は
。

【
答
】
個
別
に
意
見
を
伺
う
な
ど
、
お
お
む
ね

理
解
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

【
問
】
事
業
の
財
源
措
置
は
。

【
答
】
国
や
県
と
国
庫
補
助
金
の
採
択
に
つ
い

て
調
整
を
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
有
利

な
起
債
制
度
の
活
用
も
検
討
し
、
市
の
負

担
軽
減
を
図
っ
て
い
く
。

【
問
】
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
の
中
央
ス
ペ
ー
ス
の

使
い
方
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

【
答
】
道
路
区
域
内
と
な
る
予
定
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
制
約
が
あ
る
が
、
地
元
の
意
向
を
聞

き
、
詳
細
設
計
の
段
階
で
検
討
す
る
。

【
問
】
事
業
を
進
め
て
い
く
意
義
は
。

【
答
】
自
由
通
路
整
備
に

よ
る
駅
南
北
の
地
域

の
分
断
解
消
や
、
駅

前
広
場
整
備
に
よ
る

交
通
の
利
便
性
向
上

な
ど
、
ま
ち
の
発
展

や
活
性
化
に
寄
与
す

る
と
考
え
る
。

委 員 会 の 開 催 状 況

産
業
建
設
委
員
会

６
月
21
日

所
管
事
務
調
査

　

愛
知
御
津
駅
周
辺
ま
ち
づ
く
り
整
備
事
業
に
係

る
都
市
計
画
変
更
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し

た
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

愛
知
御
津
駅
周
辺
ま
ち
づ
く
り
整
備
事
業
に
係

る
都
市
計
画
変
更
等

まちの発展や活性化に向けた都市計画の変更

陳 　 　 情

結 果

陳情第１号

陳情第２号 

陳情第３号 

陳情第４号 

陳情第５号

陳情第６号 
 

陳情第７号 

陳情第８号

陳情第１号から陳情第８号は、各派交渉会において「聞きおく」と決定。

最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書の提出を求める陳情

公契約事業従事者の適正賃金と安定雇用を確保する公契約法の制定を求める意見
書の提出を求める陳情

直ちに１日８時間働けば人間らしく暮らせる社会を実現するとともに、１日７時
間労働制をめざすことを求める意見書の提出を求める陳情

住民の安全・安心を支える行政サービス体制・機能の充実を求める意見書の提出
を求める陳情

地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情

福祉職員や保育で働く職員の人材定着・確保のため職員配置基準と報酬・公定価
格を抜本的に改善し、離職しない福祉・保育職場の実現を求める意見書の提出を
求める陳情

消費税率５％への引き下げと大企業や富裕層への適正な課税、インボイス制度の
中止を求める意見書の提出を求める陳情

「１年単位の変形労働時間制」導入のための条例制定ではなく、教職員の長時間
過密労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情

※　国や県に対して意見書の提出を求める陳情などは、申し合わせにより「聞きおく」とし、全議員にその写し
を配付します。「聞きおく」とされた陳情のうち、各会派が陳情内容により意見書や決議の発議が必要と判
断した場合、定例会の中日の前日までに案を添えて議長に申し出ることになっています。今期定例会におい
て、申し出はありませんでした。

陳情者　春の自治体キャラバン実行委員会　代表　西尾美沙子

ＪＲ愛知御津駅の完成イメージ
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市議会の傍聴について
　現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び傍
聴される皆様の健康を守る観点から、議会で開催される会
議の傍聴は、できる限り控えていただくようお願いしてい
ます。
　ただし、今後の感染拡大状況等により、上記の対応を変
更させていただくことがあります。その際は、ホームペー
ジ等でお知らせいたします。

議会だよりの議会だよりの
表紙写真募集表紙写真募集

令和 4 年 第 3 回定例会

　議会だよりの表紙に写真を掲載してみませんか。
　保育園・小中学校の行事や各種イベントなど、
市内で撮影された写真（未発表のものに限ります。）
を広く募集しています。
　なお、撮影された本人または対象物の所有者の
承諾が得られているものに限ります。
　また、お寄せいただいた写真は、表紙以外の箇
所に掲載させていただくことがあります。

【応募方法】
　題名、撮影場所、撮影年月日、住所、氏名、電話
番号を明記の上、議会事務局までお送りください。

（直接持ち込み可）
e-mail　gikai@city.toyokawa.lg.jp

発行／豊川市議会　編集／議会だより編集委員会　
お問い合わせ先／豊川市議会事務局　
〒４４２－８６０１　豊川市諏訪１丁目１番地　電話０５３３－８９－２１５０

豊川市のホームページで
「議会だより」がご覧になれます
豊川市議会だより 検索

財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは直接広告主へ。

会期日程予定
8月 25日 （木） 開会・議案説明 13時 30分 

8月 30日 （火） 一般質問 10時 

8月 31日 （水） 一般質問 10時 

9月 　1日 （木） 一般質問 10時 

9月 　5日 （月） 議案付託・一部採決 13時 30分 

9月 　7日 （水） 常任委員会（議案審査） 10時

9月 　8日 （木） 常任委員会（議案審査） 10時

9月 12日 （月） 予算特別委員会 10時
9月 14日 （水） 決算特別委員会 10時
9月 15日 （木） 決算特別委員会 10時

9月 16日 （金） 決算特別委員会 10時

9月 21日 （水） 討論・採決・閉会 13時 30分 
 マークの日はライブ中継を配信しています。

日程は変更になることもありますので、詳しくは議会事務局へ
お問い合わせください。

次回の
市議会

市議会の活動をより身近
に感じていただけるよう、
議長の公務の様子や本会
議、委員会の内容などを、
写 真を交えて発信してい
ます。

上のQRコードから
アクセスできます。
※通信料は利用者 

負担です。

スマートフォンなどへ、豊川市議会だより
を配信しています。
左のQRコードからアクセスできます。
※通信料は利用者負担です。

広告

豊川市議会公式Facebook豊川市議会公式Facebook


